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1　はじめに

この記事では令和6年4月から同年11月末まで
の多摩支部（以下、単に「支部」といいます。）
の主な活動についてご報告します。実施年につい
ては断りのない限り令和6年を前提とします。

2　�支部合同集会 町田・八王子両法律
相談センターの運営方針表明
6月21日、多摩ひまわりホールにおいて支部合
同集会が行われました。例年どおり、支部役員会
による令和6年度活動方針、令和5年度決算報告、
令和6年度予算説明を、支部各委員会による令和
5年度の活動報告を行いました。
特筆すべきことは、支部役員会が町田・八王子
両法律相談センターについて新たな運営方針を表
明したことです。すなわち、不動産の賃借による
運営を止め、公的施設の会場を必要な頻度で借り、
非常設の対面法律相談場所とすることです。更に、
将来的にはオンライン相談、弁護士紹介制度の導
入、これらの導入により現在法律相談センターが
ない地域でのセンター相談実現の構想も表明しま
した。
この運営方針変更は、両センターの赤字が解消
されないため、東弁、一弁、二弁各本会で交わさ
れた覚書により、不動産賃借による運営の見直し
を迫られたことが契機となりました。
しかし、上記の運営方針・構想が実現すれば、
弁護士の顔を見て相談したい、地元の弁護士に相
談したい、オンラインで便利に相談したいという、
市民の方々の様々な需要に対応できます。弁護士
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も相談方式の選択肢が増えます。支部としては経
費節減を実現しながら多摩地域の法律相談を発展
させていくチャンスと捉えています。上記運営方
針・構想について、支部会員からは概ね賛同する
意見が多かったように思われます。
11月30日時点では、特に町田法律相談センター
について施設の選定、開始時期等が具体化してき
ています。
この運営方針、構想の実現に向けて各本会の先
生方、職員の方々、法律相談センターの職員の方々
に多大なご協力をいただいております。ご尽力い
ただいている皆様に感謝申しあげるとともに引き
続きご協力をお願いいたします。
集会後はホテルエミシア東京立川において、各
本会の役員の先生方、他士業の方に多数ご出席い
ただき盛大な会となりました。

3　稲城市との災害協定締結
7月9日、稲城市と各本会、支部の間で「災害
時における特別法律相談に関する協定」を締結し
ました。支部の災害PTが中心となり、多摩地域
における災害協定締結に向けて活動し実現しまし
た。この協定は大規模災害が発生した場合に特別
法律相談に弁護士を派遣する等、迅速に法的支援
を行える体制の整備を目的とするもので、極めて
有意義です。支部は多摩地域の他市との協定締結
に向け、同PTを中心に積極的に活動を続けてい
ます。

4　地区別懇談会
多摩地域では、町田、八王子、武蔵野、立川、
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青梅の各簡裁管轄の地区別に弁護士が懇談会を形
成しています。9月27日、これらの地区別懇談会
代表者と支部役員会の懇談会が行われました。各
地区で懇談会の運営状況が様々でした。上記2の
とおり、今後、法律相談センターの運営が変化し
ていくので、各地区の事情を把握する必要性を認
識する会となりました。

5　�各本会役員と支部本庁化本会化�
推進本部との懇談会
10月11日に二弁、同月29日に一弁、11月27
日に東弁の各本会役員の先生方と、本庁化本会化
推進本部との懇談会が行われました。
現在、支部では同本部が中心となり、多摩地域
に事務所を開設する弁護士全員を支部会員とす
る、「支部全員加入問題」を議論しています。各
懇談会では現在の支部加入率、三会で異なる支部
会費の取扱いについて検討、議論が行われました。
二弁については、本懇談会だけでなく、二弁本会
の本庁化本会化実現検討PTにおいて継続的に議
論しています。
支部の組織の在り方の議論ですので、支部会員
間でも熟議していくことが必要と考えています。

6　支部役員と支部若手会員との交流会
10月11日、支部役員と支部若手会員（60期代
後半、70期代）との交流会が行われました。昨
年度の交流会では、若手会員から、新人用の基礎
的な研修パック作成の要望をいただきました。こ
の研修企画は支部研修委員会によって来年度実現
する見込みです。このように本交流会は、若手会
員の意見を聴ける有意義な会です。今回は、事務
所経営に関する研修のアイデアが出ました。立川
駅近くで懇親会も行い、親睦を深めることができ
ました。

7　三庁対抗ソフトボール大会
10月19日、自治大学校グラウンドにおいて三
庁対抗ソフトボール大会が行われました。当日は
曇りで、時々降雨があるとの予報でしたが、暑く
も寒くもなく、試合終了後に小雨が降っただけと
いう絶好のコンディションでした。試合は三庁と
も一勝一敗であったため、最後はじゃんけんで順

位を決める白熱戦となりました。結果、優勝検察
庁、2位裁判所、最下位弁護士会となりました。
大いに盛り上がった大会となりました。

8　法曹三者懇談会
11月21日、東京地方検察庁立川支部において
法曹三者懇談会が行われました。二弁本会役員の
先生、支部の刑事弁護委員会、子どもの権利に関
する委員会、犯罪被害者支援委員会、法テラス、
支部役員が出席しました。刑事事件、少年事件に
ついて、弁護人、被害者参加弁護士、少年付添人
の各立場で、各関連法令の改正に基づく運用や実
務上苦労している点等について具体的な議題が提
出され、議論されました。

9　拡大財務委員会
11月29日、拡大財務委員会が行われました。
FAQ集を活用し、主に支部の各委員会予算につ
いて、事項を絞って議論を効率的、集中的に行う
ことができました。事前にFAQ集を作成し、本
会の担当先生方にお読みいただいたこと、支部の
各委員会担当事務局、委員の方々が工夫や準備を
積み重ねられた結果と思います。

10　最後に
法律相談センターの非常設化等、今年度は支部
にとって大きな変化がありました。その過程では、
各本会の先生方、職員の方々、センター職員の方々
のご尽力をいただきました。
今後とも多摩支部をご支援いただきますようよ
ろしくお願いいたします。�

三庁対抗ソフトボール大会の様子
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